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都市再開発の方針の策定について
（中間報告）

資料２



１．都市再開発の方針について

２．広島県都市再開発の方針（素案）
について

３．策定スケジュール

報告内容
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都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）
第７条の２
都市再開発法（昭和４4年６月３日法律第３８号）
第２条の３

都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）
第７条の２
都市再開発法（昭和４4年６月３日法律第３８号）
第２条の３

都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランであり、
都市再開発に関する個々の事業について都市全体から見た
効果を十分に発揮させること、民間建築活動を適正に誘導
すること等を主たるねらいとしたもの

都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランであり、
都市再開発に関する個々の事業について都市全体から見た
効果を十分に発揮させること、民間建築活動を適正に誘導
すること等を主たるねらいとしたもの

都道府県が策定
※政令市は除く

都道府県が策定
※政令市は除く

【都市再開発の方針とは】

【法規定】

１．都市再開発の方針について 共 通
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【都市再開発の方針策定で期待される効果】
・個々の再開発事業について、都市全体から見た効果を十分
に発揮させること
・民間建築活動を再開発へと適切に誘導し、民間投資の社
会的意義を増加させること
・再開発の構想、計画の作成過程を通して住民の早期合意
形成を図ること

・個々の再開発事業について、都市全体から見た効果を十分
に発揮させること
・民間建築活動を再開発へと適切に誘導し、民間投資の社
会的意義を増加させること
・再開発の構想、計画の作成過程を通して住民の早期合意
形成を図ること

【具体的な支援措置】
・税制優遇
・市街地再開発事業の社会資本整備総合交付金の要件
・都市開発資金による用地先行取得資金貸付 等

・税制優遇
・市街地再開発事業の社会資本整備総合交付金の要件
・都市開発資金による用地先行取得資金貸付 等

１．都市再開発の方針について 共 通
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１．都市再開発の方針について

２．広島県都市再開発の方針（素案）
について

３．策定スケジュール

報告内容
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
・都市再開発の方針の策定経緯や位置付け

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像
・広島県の都市の目指すべき将来像

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
・都市再開発の方針に定める地区（１号市街地、再開発促進地区）

付図
付図 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
・1号市街地
付図 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定） 】
・再開発促進地区

別表
別表 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
・１号市街地の再開発の目標等
別表 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定） 】
・再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要

●広島県都市再開発の方針（素案）の構成について
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
１ 都市再開発の方針の策定経緯と目的
２ 都市再開発の方針の位置付け
３ 対象とする区域
（１）本方針の対象となる区域
（２）対象とする市町

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
１ 定める地区
（１）１号市街地
（２）再開発促進地区

別表 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
別表 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】

●広島県都市再開発の方針（素案）の構成について
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
１ 都市再開発の方針の策定経緯と目的
２ 都市再開発の方針の位置付け
３ 対象とする区域
（１）本方針の対象となる区域
（２）対象とする市町

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
１ 定める地区
（１）１号市街地
（２）再開発促進地区

別表 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
別表 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】

●広島県都市再開発の方針（素案）の構成について
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
１ 都市再開発の方針の策定経緯と目的

○都市再開発の方針は、都市計画法第7条の２第1項の規定に基づ
き、計画的な再開発が必要な市街地の土地の合理的かつ健全な高度
利用及び都市機能の更新に関する方針を明らかにするものである。

○都市再開発の方針は、都市計画法第7条の２第1項の規定に基づ
き、計画的な再開発が必要な市街地の土地の合理的かつ健全な高度
利用及び都市機能の更新に関する方針を明らかにするものである。

○平成12年都市計画法改正により、本方針は独立した都市計画と
なったが、本県では、従前旧法に基づき都市計画決定した「市街化区
域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の一部として
運用している。

○平成12年都市計画法改正により、本方針は独立した都市計画と
なったが、本県では、従前旧法に基づき都市計画決定した「市街化区
域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の一部として
運用している。

○この度、計画的な再開発が必要な市街地において民間建築活動を
誘導し、都市再生により都市の価値を維持・向上していくことをねらいと
して、新たに本方針を策定することとした。

○この度、計画的な再開発が必要な市街地において民間建築活動を
誘導し、都市再生により都市の価値を維持・向上していくことをねらいと
して、新たに本方針を策定することとした。
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
２ 都市再開発の方針の位置付け

連携・
調整

市町マスタープラン
【各市町の将来像】

（都市計画に関する基本的な方針）
都市計画法第18条の２

市町立地適正化計画
都市再生特別措置法第81条

都市計画区域マスタープラン
【広域的観点から見た将来像】

（都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針）

都市計画法第６条の２

個別都市計画決定

都市再開発の方針
都市計画法第７条の２

調和 調和

３ 対象とする区域
（１）本方針の対象となる区域

広島圏都市計画区域及び備後圏都市計画区域の市街化区域を策定範囲とする。
（２）対象とする市町

１）広島圏都市計画区域の対象市町
大竹市、廿日市市、広島市※、府中町、海田町、呉市
※広島市域は都市計画法第87条の２第１項の規定により、広島市決定である。

２）備後圏都市計画区域の対象市町
三原市、尾道市、福山市 10



２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
１ 都市再開発の方針の策定経緯と目的
２ 都市再開発の方針の位置付け
３ 対象とする区域
（１）本方針の対象となる区域
（２）対象とする市町

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
１ 定める地区
（１）１号市街地
（２）再開発促進地区

別表 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
別表 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】

●広島県都市再開発の方針（素案）の構成について
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像

コンパクト+ネットワーク型の都市

魅力あふれる都市

住民主体のまちづくりが進む都市
≪広島県における都市の目指すべき将来像≫

活力を生み出す都市安全・安心に暮らせる都市

【目指す都市構造】
「コンパクト+ネットワーク型」の都市

【目指す都市の姿】
災害に強く、誰もが暮らしやすい「安全
・安心」を基本に、「活力」と「魅力」に
満ちあふれた都市

【まちづくりの担い手】
住民が主体となり、行政がサポートする

コンパクト+ネットワーク型の都市

安全・安心に暮らせる都市

魅力あふれる
都市

活力を
生み出す都市

≪将来像のイメージ≫

住民主体のまちづくり
が進む都市
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅰ 基本的事項
１ 都市再開発の方針の策定経緯と目的
２ 都市再開発の方針の位置付け
３ 対象とする区域
（１）本方針の対象となる区域
（２）対象とする市町

Ⅱ 広島県における都市の目指すべき将来像

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
１ 定める地区
（１）１号市街地
（２）再開発促進地区

別表 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
別表 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 １【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】
付図 ２【広島圏都市計画区域（県決定）、備後圏都市計画区域（県決定）】

●広島県都市再開発の方針（素案）の構成について
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市街化調整区域

１号市街地

再開発促進地区

都市計画区域1号市街地
都市計画区域内にある計画的な再開
発が必要な市街地

再開発促進地区
1号市街地のうち、特に一体的かつ総合
的に市街地の再開発を促進すべき相当
規模の地区

市街化区域

２．広島県都市再開発の方針（素案）について 共 通

Ⅲ 都市再開発の方針に定める地区
１ 定める地区

高次都市機能の集積を目指す拠点を基本として、「1号市街地」及び「再開発促進
地区」の地区を定める。また、定める地区には地区毎に再開発の目標並びに当該市街
地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を定める。
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対象市町（３市２町）対象市町（３市２町） ※広島市の策定は、
広島市が決定権者

熊野町

坂町

B-1 廿日市市
シビックコア地区

A-1 小方地区 H-1 呉駅周辺地区

E-1 中心拠点地区

D-1 府中町役場周辺地区

２．広島県都市再開発の方針（素案）について【全体】 広島圏

Ａ:大竹市
Ｂ:廿日市市
Ｄ:府中町
Ｅ:海田町
Ｈ:呉市

呉市

E-2 地区拠点地区

海田町

大竹市

廿日市市 D-2 向洋駅周辺地区

広島市
B-1-1 下平良地区

府中町

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
15



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【大竹市】 広島圏

A-1 小方地区
62ha

〈目標〉
商業・行政・レクリエーションを中心とした
都市機能や居住の誘導による、利便性の
高い居住環境の形成

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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大竹市役所

JR 大竹駅

JR 玖波駅

A-1



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【廿日市市】 広島圏

B-1 廿日市市シビックコア地区
40ha

〈目標〉
新たな都市基盤の整備による、賑わいと魅
力ある都市拠点の形成と、まちなか居住の
場の形成

B-1-1 下平良地区
約７ha

〈目標〉
高次都市機能の集積・強化、公民連携による土地の
高度利用、都市基盤整備や公共施設の集約・再編
を図り、賑わいと魅力ある都市拠点と快適で利便性の
高いまちなか居住の場を形成

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図） 出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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B-1

B-1-1

廿日市市役所

JR 廿日市駅

JR 宮内串戸駅



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【府中町】 広島圏

D-２ 向洋駅
周辺地区
20ha

〈目標〉
都市基盤整備及び老朽
化した建築物の更新によ
る、良好な居住環境の
形成

D-1 府中町役場
周辺地区
110ha

〈目標〉
交通利便性を活かした、
公的施設や商業・業務・
公共サービス施設の集
約による活気と交流が生
まれる市街地の形成

D-２

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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府中町役場

D-1

JR 天神川駅

JR 向洋駅

JR 矢賀駅



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【海田町】 広島圏

E-２ 地区拠点地区
49ha

〈目標〉
新たな交通結節機能の
形成などを契機とした商
業・業務機能、生活
サービス機能などの集積
による、日常活動の中
心となる市街地の形成
と良好で魅力的な生活
環境の形成

E-1 中心拠点地区
96ha

〈目標〉
交通結節機能、商業・業務機能、生活サービス機能
などの集積による、都市活動を支える市街地の形成と
良好で魅力的な生活環境の形成

E-２

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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E-１

JR 海田市駅

海田町役場



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【呉市】 広島圏

H-1 呉駅周辺地区
139ha

〈目標〉
多様な都市機能の集積と一体的な
交通ネットワークによる、賑わいの創出
と利便性の高い居住環境の形成

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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H-１
呉市役所

JR 川原石駅

JR 呉駅

JR 吉浦駅



A-1 三原駅周辺地区 B-1 尾道駅西部地区

府中市対象市（３市）対象市（３市）

C-1 中心市街地地区

２．広島県都市再開発の方針（素案）について【全体】 備後圏

尾道市三原市

福山市

C-1-1 福山駅南地区

Ａ:三原市
Ｂ:尾道市
C:福山市

C-2 周辺市街地地区

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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２．広島県都市再開発の方針（素案）について【三原市】 備後圏

A-1 三原駅周辺地区
106ha

〈目標〉
都市機能の集積と都市型居住を
促進し、複合的土地利用を誘導
することによる利便性の高い市街地
の形成

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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三原市役所

JR 三原駅

A-１



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【尾道市】 備後圏

B-1 尾道駅西部地区
33ha

〈目標〉
商業・業務などの高次都市機能の誘導・強
化による、共存する住宅地と調和のとれた良
好な都市空間の形成

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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B-１ JR 尾道駅

尾道市役所



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【福山市1/2】 備後圏

C-1 中心市街地地区
173ha

〈目標〉
備後圏域の玄関口である福
山駅を中心として、商業、業
務などの広域的でより高次な
都市機能が集積した高密度
な市街地の形成

C-２ 周辺市街地地区
2,180ha

〈目標〉
都市機能の集積による利便
性の高い良好な居住環境の
形成

C-２

C-２

C-１

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図） 24

JR 福山駅

福山市役所

JR 東福山駅



２．広島県都市再開発の方針（素案）について【福山市２/2】 備後圏

C-1-1 福山駅南地区
約11ha

〈目標〉
広島県東部の交通結節点である福山
駅南地域において、土地の集約化や建
物の更新などによる備後圏域の玄関口
にふさわしい魅力と賑わいのある複合的
な都市拠点を形成

C-1-1

C-２

C-１

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）

出典︓国土地理院 地理院タイル（淡色地図）
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JR 福山駅

福山市役所



１．都市再開発の方針について

２．広島県都市再開発の方針（素案）
について

３．策定スケジュール

報告内容
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・令和８年度中の都市計画決定を予定

3．策定スケジュールについて 共 通

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
●
都
市
計
画
審
議
会
　
報
告

●
都
市
計
画
審
議
会
　
報
告

●
公
聴
会
（
予
定
）

●
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

●
都
市
計
画
審
議
会
　
諮
問
・
答
申

●
都
市
計
画
決
定
・
告
示

令和7年度 令和8年度

市町調整

パブリックコメント

対象地区の抽出

策定地区の検討

素案の作成 案の作成
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ご清聴
ありがとうございました

ご清聴
ありがとうございました


